
資料１ 

埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会事務局作成 

「とねっと」の構築･稼働に至るまで 

 

１ 利根保健医療圏の厳しい医療環境（平成 20年度当時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域医療再生臨時特例交付金制度の創設（平成 21年 6月） 

 

 

 

 

 

３ 地域医療再生計画への施策提案（平成 21年 11月） 

 

 

 

 

 

 

４ 「埼玉県利根保健医療圏における地域医療再生計画」の採用（平成 22年 1月） 

 

 

 

 

５ 埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会を設置（平成 22年 7月） 

 

 

 

 

６ 「とねっと」の構築、稼働（平成 24年 7月） 

 

 

(1) 慢性的な医師不足 

47都道府県中、埼玉県は人口あたりの医師数が最少 

なかでも利根保健医療圏は、県内 10の保健医療圏で最少 

 ※出展：『統計でみる市区町村のすがた 2011（総務省）』 

(2) 中核病院勤務医の疲弊と本来業務への支障 

 住民の“大病院志向”により患者が中核病院に集中 

   → 勤務医が疲弊し、医師の流出につながる悪循環 

  → 中核病院の本来業務である重篤患者の治療への専念が困難 

 

住民の命と健康を

守るために、希少

な医療資源を有効

に活用する仕組み

づくりが必要に。 

当地域の医療課題（特定の病院への患者集中による地域医療の機能不全）の解決を図るため、

加須市、加須医師会及び事業実施者（中核病院）が中心となって、県に「かかりつけ医カード

と医療情報のネットワーク化による医療連携システムの構築」を提案し、県がこれを「埼玉県

利根保健医療圏における地域医療再生計画」として取りまとめ、国に提出。 

国の補正予算による地域医療再生臨時特例交付金を原資に、各都道府県が地域の医師確保や

救急医療の確保など地域における医療課題の解決を図るための「地域医療再生基金」を設置。 

【事業概要】 対象地域：二次医療圏を基本とする地域 ／ 計画期間：平成 21～25年度 

埼玉県の提案を国が採用し、「とねっと」を構築するための財源確保が可能に。  

【基金の交付総額】 640,561千円（平成 23～25年度） 

利根保健医療圏内の医師会、行政、中核病院及び保健所の長等を委員とする協議会を設置し、

「とねっと」の構築に向けた協議を実施。 

 協議会総会、作業部会及びシステムワーキンググループ等で協議して「とねっと」を構築し、

平成 24年 4月から 6月までの試験運用を経て、平成 24年 7月 1日から本格稼働。 


